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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の１面に形成され球が打ち込まれる遊技領域と、
　その遊技領域の周縁部分を覆う位置に配置される前面カバーと、
　その前面カバーの裏面と前記遊技領域の周縁部分との間において前記前面カバーの左右
方向に亘って配置され、前記前面カバーに剛性を付与する補強部材と、
　その補強部材を曲げることで当該補強部材の一部を他の部位よりも前記前面カバー側に
張り出させて形成される前板部と、
　前記前面カバーの裏面側であり且つ前記補強部材の前面側に配設され、電力供給を受け
て動作する電気部品と、
　その電気部品の裏面と前記補強部材の前面との間に介在されると共に、絶縁材料によっ
て前記前面カバーとは別部品として形成されたショート防止部材とを備え、
　前記電気部品は、電力供給を受けて発光する２以上のランプ、その２以上のランプが一
括して搭載され前記前面カバーの後方に配置される回路基板、及びその回路基板と他の回
路基板等とを電気的に接続する接続線が接続可能なコネクタを有し、前記前面カバーの前
方を装飾するため又は所定の遊技状態を報知するために点灯される発光手段であり、
　前記前面カバーには、前記発光手段における前記２以上のランプの正面位置に、その２
以上のランプにそれぞれ対応した開口部が形成され、
　前記ショート防止部材は、その回路基板における前記ランプの非搭載面の全域又は略全
域に対向して配設されていることを特徴とする遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は球を遊技領域へ打ち込んで遊技を行う遊技機に関し、特に、前面カバーに配設
される電気部品の破損を防止することができる遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
【０００３】
　パチンコ機は、近年、その遊技内容の多様化により遊技者の興趣の向上を図る一方で、
外観を斬新な形状とすることにより装飾性を向上し、遊技者の興趣の向上を図っている。
【０００４】
　前面カバーの剛性が低下するため、前面カバーの裏面側には補強部材が取着されており
、この補強部材により前面カバーの剛性が補強されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えば、装飾ランプを搭載した回路基板の半田面が補強部材と誤って接
触して短絡（ショート）する恐れがある。また、装飾ランプに電気的に接続される接続線
の被覆材が傷付き被覆材内部から心線が露出していると、その心線と補強部材とが接触し
て短絡する恐れがある。
【０００７】
　即ち、回路基板の半田面や接続線と補強部材とが短絡して、電気部品やその電気部品と
接続される他の電気部品が破損してしまうという問題点があった。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、前面カバーの裏面側
に配設される電気部品の破損を防止することができる遊技機を提供することを目的として
いる。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技盤の１面に形成され球が打ち
込まれる遊技領域と、その遊技領域の周縁部分を覆う位置に配置される前面カバーと、そ
の前面カバーの裏面と前記遊技領域の周縁部分との間において前記前面カバーの左右方向
に亘って配置され、前記前面カバーに剛性を付与する補強部材と、その補強部材を曲げる
ことで当該補強部材の一部を他の部位よりも前記前面カバー側に張り出させて形成される
前板部と、前記前面カバーの裏面側であり且つ前記補強部材の前面側に配設され、電力供
給を受けて動作する電気部品と、その電気部品の裏面と前記補強部材の前面との間に介在
されると共に、絶縁材料によって前記前面カバーとは別部品として形成されたショート防
止部材とを備え、前記電気部品は、電力供給を受けて発光する２以上のランプ、その２以
上のランプが一括して搭載され前記前面カバーの後方に配置される回路基板、及びその回
路基板と他の回路基板等とを電気的に接続する接続線が接続可能なコネクタを有し、前記
前面カバーの前方を装飾するため又は所定の遊技状態を報知するために点灯される発光手
段であり、前記前面カバーには、前記発光手段における前記２以上のランプの正面位置に
、その２以上のランプにそれぞれ対応した開口部が形成され、前記ショート防止部材は、
その回路基板における前記ランプの非搭載面の全域又は略全域に対向して配設されている
。
【００１０】
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図１は、本発
明の一実施例であるパチンコ機１の正面（前面）図である。パチンコ機１は、いわゆる第
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１種パチンコ機であり、図１に示すように、後述する遊技盤１７（図２参照）が着脱可能
に取着される前面枠２と、その前面枠２の略上側半分の前面に配設されるガラス枠３とを
備えている。なお、図１では、トップランプ基板５の部品面（図１の紙面に対する手前側
）に搭載されるコネクタ５ｃの図示を省略している。
【００１２】
　ガラス枠３の左側の上下両コーナー部分にはヒンジ４がそれぞれ設けられており、ガラ
ス枠３はヒンジ４を回動軸として前面枠２に開閉自在に配設されている。よって、例えば
、遊技盤１７の遊技領域１７ａで玉詰まり等の不具合が生じた場合などには、ヒンジ４を
介してガラス枠３を開け、遊技領域１７ａの球詰まり等の不具合を解消する作業を行うこ
とができる。
【００１３】
　ガラス枠３は、遊技盤１７の遊技領域１７ａ（図２参照）を覆う部材であり、その遊技
領域１７ａの周縁部分を覆ってパチンコ機１の前面を装飾する略額縁状の前面カバー３ａ
を備えている。前面カバー３ａは合成樹脂材料から成形されており、その前面の各部分が
パチンコ機１の前面側（図１の紙面に対する手前側）に隆起した立体的な形状とされてい
る。このように前面カバー３ａの形状を立体的に形成することにより、パチンコ機１の装
飾性が向上されている。
【００１４】
　前面カバー３ａの上部中央には正面視略台形状のランプ開口部３ｂが前面カバー３ａの
前後方向（図１の紙面に対する垂直方向）へ貫通形成されている。このランプ開口部３ｂ
は、後述するトップランプ基板５に搭載される複数のランプ６の光を前面カバー３ａの前
方へ照射するための開口である。また、ランプ開口部３ｂの両側には、ランプ開口部３ｂ
と別個に、正面視円形状のランプ開口部３ｃが前面カバー３ａの前後方向へ貫通形成され
ている。このランプ開口部３ｃ，３ｃは、トップランプ基板５に搭載される複数のランプ
７の光を前面カバー３ａの前方へ照射するための開口である。
【００１５】
　トップランプ基板５は、ランプ開口部３ｂ，３ｃ，３ｃに対応して前面カバー３ａの上
部裏面（図１の紙面に対して奥側）に配設されている。トップランプ基板５は、ガラス枠
３の前面を光で装飾し又は所定の遊技状態を光で報知する複数のランプ６，７が搭載され
る平板状の回路基板である。トップランプ基板５の前面には複数のランプ６，７を搭載す
る部品面が設けられており、その裏面（図１の紙面に対する奥側）には複数のランプ６，
７が半田付けされる回路パターンが形成された半田面が設けられている。
【００１６】
　トップランプ基板５は、その略中央部分に大当たりランプ搭載部５ａが設けられ、その
大当たりランプ搭載部５ａの左右両側に飾りランプ搭載部５ｂ，５ｂがそれぞれ連設され
ている。大当たりランプ搭載部５ａの部品面には、例えば「大当たり」などの所定の遊技
状態を遊技者に報知する複数のランプ６が列状に搭載されており、この大当たりランプ搭
載部５ａは前面カバー３ａのランプ開口部３ｂに対応して設けられている。
【００１７】
　一方、各飾りランプ搭載部５ｂ，５ｂの部品面には、例えば、通常の遊技中に点灯また
は点滅されてガラス枠３の前面を装飾する複数のランプ７がそれぞれ搭載されており、こ
の各ランプ搭載部５ｂ，５ｂは前面カバー３ａの各ランプ開口部３ｃ，３ｃに対応してそ
れぞれ設けられている。このように、トップランプ基板５は用途が異なる複数のランプ６
，７を一括して搭載するので、報知用のランプ６と装飾用のランプ７とを別々に前面カバ
ー３ａに取り付ける必要がなく、各ランプ６，７を前面カバー３ａに配設する作業を簡素
化することができる。
【００１８】
　前面カバー３ａの前面の左右両側には正面視略三日月状のランプ収容部３ｄ，３ｅがそ
れぞれ凹設されている。これらのランプ収容部３ｄ，３ｅには、通常の遊技中に点灯また
は点滅されてガラス枠３の前面を装飾する複数のランプ１２が列状に搭載されたサイドラ
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ンプ基板１０，１１が収容されている。各ランプ開口部３ｂ，３ｃ，３ｃ及び各ランプ収
容部３ｄ，３ｅには、その形状に適合したレンズカバー８，９，９，１３，１４が覆設さ
れている。各レンズカバー８，９，９，１３，１４は、赤や黄色の色付き透明（又は半透
明）の合成樹脂材料で形成されており、各ランプ６，７，１２から照射された光が透過可
能に構成されている。
【００１９】
　また、前面カバー３ａの略中央部分には略馬蹄形状の開口窓３ａ１が開口形成されてお
り、その開口窓３ａ１の後方（図１の紙面に対して奥側）には、略矩形板状の外ガラス板
１５が配設されると共に、その外ガラス板１５の後方（図１の紙面に対して奥側）に内ガ
ラス板１６が配設されている。この２重に配設された外ガラス板１５および内ガラス板１
６は、ガラス枠３の裏面に取着されたガラス保持枠２１（後述する）にそれぞれ着脱可能
に装着されている。
【００２０】
　図２は、前面枠２からガラス枠３を取り外した状態のパチンコ機１の正面図であり、図
中では、遊技盤１７の遊技領域１７ａ（図２紙面に対する手前側）に配設される入賞装置
などの各種部品の図示を省略している。図２に示すように、前面枠２の上部は略額縁状に
形成されており、この略中央にはベニヤ板などの合板で形成された略矩形状の遊技盤１７
が着脱可能に取着されている。
【００２１】
　遊技盤１７の前面の周囲には、金属板で略円弧状に形成された外レール１８が植立され
、その外レール１８の内側位置には、同じく金属で略円弧状に形成された内レール１９が
植立されている。この内レール１９および外レール１８により囲まれた遊技盤１７の前面
には球Ｐが打ち込まれる遊技領域１７ａが形成されている。
【００２２】
　また、前面枠２の左縁上部には、前面枠２の前面側から裏面側へ貫通形成された矩形状
の貫通口２ａが設けられている。この貫通口２ａは、ガラス枠３に配設されるランプ中継
基板２１のコネクタ２１ａ（図３参照）に電気的に接続される接続線群（図示せず）が通
される穴であり、この貫通口２ａに通された接続線群は遊技盤１７の裏面や機構盤（図示
せず）に配設されるランプ制御基板（図示せず）に電気的に接続される。
【００２３】
　図３は、ガラス枠３の裏面（背面）図であり、図中ではガラス保持枠２０に着脱可能に
装着される各ガラス板１５，１６の図示を省略している。図３に示すように、ガラス枠３
は、主に、上述した前面カバー３ａと、各ガラス板１５，１６が着脱可能に装着されるガ
ラス保持枠２０とを備えている。ガラス保持枠２０は、金属材料などの剛性材料で形成さ
れた板材をカシメやビス等で締結することによって、背面視略ロ字状の枠状体に構成され
ている。
【００２４】
　ガラス保持枠２０の略中央部分には、前面カバー３ａの開口窓３ａ１に対応して略矩形
状の開口部２０ａが設けられており、この開口部２０ａの左右両縁部には上述した各ガラ
ス板１５，１６の左右両側を保持するガイド部材２０ｂがそれぞれ一対設けられている。
また、ガラス保持枠２０の下部であって、開口部２０ａの下縁部には、一対のガイド部材
２０ｂ，２０ｂにより保持された各ガラス板１５，１６の下端を支持する支持板２０ｃが
設けられている。
【００２５】
　ガラス保持枠２０は、前面カバー３ａの裏面（図３の紙面に対する手前側）に開口窓３
ａ１の周囲を囲むようにねじ止め等により取着されている。このように、前面カバー３ａ
の裏面側にガラス保持枠２０を取着することにより、前面カバー３ａ（ガラス枠３）の剛
性強度を向上させることができる。このように、ガラス保持枠２０は前面カバー３ａを補
強して剛性を付与しつつ各ガラス板１５，１６を保持するので、前面カバー３ａを補強す
る部材とガラス板１５，１６を保持する部材とをガラス枠３に別々に設ける必要がない。
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【００２６】
　ガラス保持枠２０の右側縁部を構成する上部には、かかる板材の厚さ方向に貫通形成さ
れた略矩形状の貫通口２０ｄが設けられている。この貫通口２０ｄは、前面カバー３ａの
裏面に取着されるランプ中継基板２１のコネクタ２１ａをガラス保持枠２０の裏面側（図
３の紙面に対する手前側）へ露出させる開口であり、この貫通口２０ｄを介してコネクタ
２１ａに接続される接続線群を前面枠２の貫通口２ａへ導入することができる。
【００２７】
　また、ガラス保持枠２０の上側縁部を構成する板材と前面カバー３ａとの間には、上述
したトップランプ基板５が配設されており、このトップランプ基板５の半田面側（図３の
紙面に対する手前側）にはショート防止部材２２が配設されている。
【００２８】
　図４は、ガラス枠３の裏面の分解図であり、ガラス保持枠２０を取り外した前面カバー
３ａの裏面からショート防止部材２２を取り外した状態を図示している。図４に示すよう
に、前面カバー３ａの裏面の各箇所には後方（図４の紙面に対する手前側）へ板状のリブ
３ａ２が突設され、このリブ３ａ２により前面カバー３ａの剛性強度が向上されている。
【００２９】
　前面カバー３ａの裏面上部にはトップランプ基板５が配設されており、その大当たりラ
ンプ搭載部５ａの部品面（図４の紙面に対する奥側）における下部中央にはコネクタ５ｃ
が搭載されている。コネクタ５ｃは、トップランプ基板５の半田面（図４の紙面に対する
手前側）に設けられる回路パターン（図示せず）を介して複数のランプ６，７，７と電気
的に接続されている。また、コネクタ５ｃにはリード線で構成された接続線群Ｋの一端が
接続されており、この接続線群Ｋの他端はランプ中継基板２１のコネクタ２１ｂと電気的
に接続されている。なお、接続線群Ｋは複数本のリード線が束状にまとめられたものであ
り、各リード線は心線が合成樹脂材料などの絶縁材料で被覆されている。
【００３０】
　ランプ中継基板２１は、ランプ制御基板（図示せず）から各ランプ基板５，１０，１１
へ送信される電気信号を中継する基板であり、前面カバー３ａの裏面右側に取着されてい
る。ランプ中継基板２１は、ランプ制御基板と電気的に接続された接続線群が接続される
コネクタ２１ａと、このコネクタ２１ａと電気的に接続されるコネクタ２１ｂ～２１ｄと
を備えている。
【００３１】
　コネクタ２１ｂは、接続線群Ｋを介してトップランプ基板５のコネクタ５ｃと接続され
ており、その他のコネクタ２１ｃ，２１ｄは接続線群（図示せず）を介してサイドランプ
基板１０，１１のコネクタ１０ａ，１１ａと電気的に接続される。よって、ランプ制御基
板から送信された電気信号は、ランプ中継基板２１を経由して、トップランプ基板５の各
ランプ６，７やサイドランプ基板１０，１１の各ランプ１２へ送信され、これらの各ラン
プ６，７，１２が点灯または点滅されるのである。
【００３２】
　ショート防止部材２２は、トップランプ基板５及び接続線群Ｋとガラス保持枠２０との
電気的な短絡（ショート）を防止する部材であり、合成樹脂材料等の絶縁材料で略板状体
に形成されている。ショート防止部材２２は、その横幅（図４の左右方向幅）が上述した
トップランプ基板５の横幅とほぼ等しく形成されており、前面カバー３ａの裏面上部に取
着された場合に、トップランプ基板５の半田面のほぼ全域を覆うように形成されている。
【００３３】
　ショート防止部材２２は、その略上側半分に設けられる略矩形平板状の上板２２ａと、
その略下側半分に設けられる略平板状の下板２２ｂと、その下板２２ｂの上端と上板２２
ａの下端とを連結する連設板２２ｃとを備えており、下板２２ｂの下端面の略中央部分に
は前面カバー３ａの開口窓３ａ１の上縁部に適合した円弧状のアーチ部２２ｂ１が凹設さ
れている。
【００３４】
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　上板２２ａの上縁部にはリブ２２ｄが、下板２２ｂの下縁部にはリブ２２ｅが、下板２
２ｂにおけるアーチ部２２ｂ１の両側部分にはリブ２２ｆ，２２ｆが、ショート防止部材
２２の前方（図４の紙面に対する奥側）へ向けて突設（突出）されている。しかも、リブ
２２ｆ，２２ｆは、その上端が連設板２２ｃと連設され、その下端がリブ２２ｅと連設さ
れている。このような複数のリブ２２ｄ，２２ｅ～２２ｆを設けることにより、ショート
防止部材２２は、その曲げ強度などの剛性強度が向上されている。よって、ショート防止
部材２２を前面カバー３ａの裏面側に取着することにより、前面カバー３ａの剛性強度が
向上されると共に、ガラス枠３全体としての剛性強度も向上することができるのである。
【００３５】
　また、上板２２ａの上縁部の両側、下板２２ｂの下縁部の両側、及び、ショート防止部
材２２の横幅方向略中央部分における上板２２ａと下板２２ｂとの境界部分には、略円柱
状のボス部２２ｇがショート防止部材２２の前方（図４の紙面に対する奥側）へ向けて突
設されている。この５つのボス部２２ｇにはショート防止部材２２の厚さ方向（図４の紙
面に対する垂直方向）に貫通する円形状の通穴ｈがそれぞれ穿設されている。
【００３６】
　各通穴ｈは、ショート防止部材２２を前面カバー３ａの裏面にねじ止めするためのビス
Ｂ１（図５参照）が挿入される穴である。また、上板２２ａの上縁部には一対の略円柱状
のボス部２２ｈ，２２ｈがショート防止部材２２の後方（図４の紙面に対する手前側）へ
向けて突設されている。この一対のボス部２２ｈ，２２ｈは、上述したガラス保持枠２０
をショート防止部材２２にねじ止めするためのビスＢ２（図５参照）がねじ込まれる部位
である。
【００３７】
　上記のように構成されたショート防止部材２２は透明または半透明状に形成されており
、かかるショート防止部材２２が前面カバー３ａの裏面に取着されトップランプ基板５の
半田面が覆われた場合に、そのトップランプ基板５の半田面側を透視可能に構成されてい
る。このため、ショート防止部材２２によってトップランプ基板５の半田面が覆われた状
態でも、トップランプ基板５の半田面や接続線群Ｋを視認することができる。
【００３８】
　よって、例えば、ショート防止部材２２を前面カバー３ａの裏面に取着する場合には、
トップランプ基板５の半田面とショート防止部材２２のリブ２２ｅ，２２ｆ等との間に接
続線群Ｋが挟まり込むことを防止しつつ、ショート防止部材２２の取付作業を行うことが
できる。また、ショート防止部材２２を取着した状態のまま、トップランプ基板５の半田
面を視認することができるので、ショート防止部材２２を一々取り外すことなく、トップ
ランプ基板５の半田割れや接続線群Ｋの断線などを点検することができるのである。
【００３９】
　図５は、図１のＶ－Ｖ線における側断面図であり、図中では、理解を容易にするため、
遊技盤１７の遊技領域１７ａに配設される入賞装置などの各種部品、及び、トップランプ
基板５に搭載される複数のランプ７の図示を省略している。図５に示すように、前面カバ
ー３ａの前面（図５左側）上部にはレンズカバー８が配設されると共に、そのレンズカバ
ー８の後方（図５右側）における前面カバー３ａのランプ開口部３ｂが形成されている。
【００４０】
　また、前面カバー３ａの裏面にはトップランプ基板５が配設され、このトップランプ基
板５の大当たりランプ搭載部５ａに搭載された複数のランプ６は、ランプ開口部３ｂから
前面カバー３ａの前面側に露出されている。よって、複数のランプ６が発光すると、その
光はレンズカバー８を透過して、遊技者に色付きの光として視認されるのである。
【００４１】
　前面カバー３ａの後方には前面枠２が配設されており、この前面枠２には遊技盤１７が
着脱可能に取着されている。遊技盤１７の前面には外レール１８が植立されており、この
外レール１８の内側（図５における下方）には遊技領域１７ａが形成されている。また、
前面カバー３ａにおける遊技領域１７ａとの対向面側、即ち、前面カバー３ａの裏面側に
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はガラス保持枠２０が配設されている。
【００４２】
　ガラス保持枠２０は、トップランプ基板５の後方に配設されるとともに、複数のビス（
図示せず）によるねじ止めにより前面カバー３ａの裏面に取着されている。ガラス保持枠
２０の裏面側には、そのガラス保持枠２０のガイド部材２０ｂによって、平板状のガラス
板１５，１６が所定の間隔を隔てつつ保持されており、内ガラス板１６の後方には、その
内ガラス板１６と所定の間隔を隔てつつ遊技盤１７が配設されている。
【００４３】
　ここで、トップランプ基板５は、前面カバー３ａとガラス保持枠２０との間部分に配設
されており、その大当たりランプ搭載部５ａの部品面（図５左側）下部には接続線群Ｋが
接続されたコネクタ５ｃが搭載されている。一方、トップランプ基板５の半田面（図５右
側）とガラス保持枠２０との間部分にはショート防止部材２２が介在されている。このシ
ョート防止部材２２の上板２２ａ及び下板２２ｂは、トップランプ基板５の半田面、即ち
、各ランプ搭載部５ａ，５ｂ，５ｂの半田面のほぼ全域に対向して配設され、トップラン
プ基板５の半田面のほぼ全域を覆っている。このため、トップランプ基板５の半田面とガ
ラス保持枠２０とはショート防止部材２２により離間され且つ電気的に隔絶されるので、
かかるトップランプ基板５の半田面とガラス保持枠２０とが接触することがなく、かかる
両者の短絡が防止されるのである。
【００４４】
　また、ショート防止部材２２の上板２２ａの下端には平板状の連設板２２ｃが連設され
ている。この連設板２２ｃは、上板２２ａの下端からショート防止部材２２の裏面側（図
５の右側）へ向けて延出されており、その先端には下板２２ｂの上端が連設されている。
この連設板２２ｃと上板２２ａとの連設部分には平板状のリブ２２ｉが設けられており、
このリブ２２ｉは、上述したリブ２２ｄ～２２ｆ及び各ボス部２２ｇと同様に、トップラ
ンプ基板５の半田面へ向けて突設されている。
【００４５】
　ここで、各リブ２２ｄ～２２ｆ，リブ２２ｉ及び各ボス部２２ｇは、その突出側（図５
左側）端面がほぼ面一にされており、これらの端面はトップランプ基板５の半田面に当接
されている。このように、各リブ２２ｄ～２２ｆ，２２ｉ及び各ボス部２２ｇがトップラ
ンプ基板５の半田面に当接されることによって、トップランプ基板５の半田面と上板２２
ａとの間には間隙Ｗ１が設けられ、トップランプ基板５の半田面と下板２２ｂとの間には
間隙Ｗ２が設けられている。この間隙Ｗ２は、間隙Ｗ１に比べて大きく形成されており（
Ｗ１＜Ｗ２）、かかる間隙Ｗ２にはコネクタ５ｃに接続された接続線群Ｋが導入されてい
る。
【００４６】
　このように、接続線群Ｋは、ショート防止部材２２の下板２２ｂとトップランプ基板５
の半田面との間に設けられた間隙Ｗ２へ導入されてランプ中継基板２１へ配線されるので
、ガラス保持枠２２と接触することがない。よって、例えば、接続線群Ｋが損傷して心線
が露出した場合に、かかる心線がガラス保持枠２２と接触して短絡することが防止される
ので、かかる短絡によりトップランプ基板５（ランプ６，７）、サイドランプ基板１０，
１１（ランプ１２）又はランプ中継基板２１が破損することを防止することができるので
ある。
【００４７】
　ここで、間隙Ｗ２は接続線群Ｋの断面幅ｄ（束状にまとめられたリード線の断面幅の和
）より大きく形成されており、接続線群Ｋをトップランプ基板５とショート防止部材２２
との間で圧迫させることなく配線することができる。よって、かかる圧迫により接続線群
Ｋの心線が断線することを防止することができるのである。なお、間隙Ｗ２へ導入された
接続線群Ｋは、リブ２２ｆに設けられたコ字状の切欠２２ｆ１に通され、ランプ中継基板
２１のコネクタ２１ｂに接続されている。
【００４８】
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　また、ショート防止部材２２は、その各ボス２２ｇの通穴ｈに挿入された５つのビスＢ
１が前面カバー３ａの裏面にねじ込まれ、かかるねじ込みにより前面カバー３ａの裏面に
固定されている。固定されたショート防止部材２２と前面カバー３ａとの間にはトップラ
ンプ基板５が挟持されており、かかるトップランプ基板５は複数本のビスＢ１により前面
カバー３ａ及びショート防止部材２２間に共締めされている。
【００４９】
　よって、トップランプ基板５を前面カバー３ａの裏面に固定する場合には、かかるトッ
プランプ基板５をショート防止部材２２と別個にビス等で固定する必要がなく、ガラス枠
３の組立作業を簡素化することができる。しかも、各ビスＢ１によって、トップランプ基
板５とショート防止部材２２とを重ねつつ前面カバー３ａの裏面に共締めすることによっ
て、前面カバー３ａの剛性強度を更に向上させることができる。また、ガラス保持枠２０
の上縁部は、ビスＢ２によりショート防止部材２２のボス部２２ｈ，２２ｈにねじ止めさ
れるので、ガラス保持枠２０とショート防止部材２２とを結合してガラス枠３の剛性強度
を更に向上させることができるのである。
【００５０】
　以上説明したように、本実施例のパチンコ機１によれば、金属材料で形成されたガラス
保持枠２０とトップランプ基板５の半田面との間には絶縁材料で形成されたショート防止
部材２２が介在されるので、トップランプ基板５の半田面または接続線群Ｋとガラス保持
枠２０とを電気的に隔絶して、かかる両者の接触に伴う短絡を防止することができる。よ
って、かかる短絡によりトップランプ基板５（ランプ６，７）、サイドランプ基板１０，
１１（ランプ１２）又はランプ中継基板２１が破損することを防止することができるので
ある。
【００５１】
　また、ショート防止部材２２によって短絡が防止されるトップランプ基板５には、その
飾りランプ搭載部５ｂ，５ｂに装飾用の複数のランプ７，７が搭載されるので、従来のパ
チンコ機のように装飾用のランプ７，７を遊技盤１７に配設する必要がない。よって、そ
の分、遊技盤１７の部品点数が減少され、且つ、遊技盤１７に複数の装飾用のランプ７，
７を配設する穴を加工する必要がないので、遊技盤１７の製造コストを低減することがで
きる。従って、遊技盤１７を別の遊技盤に交換して遊技内容を変更する場合には、その遊
技盤１７とともに複数の装飾用のランプ７，７を交換する必要がないので、その分、遊技
盤１７の交換に伴うコストを低減することができるのである。
【００５２】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に
推察できるものである。
【００５３】
　例えば、本実施例では、本発明の補強部材としてガラス板１５，１６を保持するガラス
保持枠２０を例に説明したが、本発明の補強部材は必ずしもこれに限られるものではなく
、例えば、単に前面カバーを補強するために前面カバーの裏面に取着される金属板などで
あっても良い。
【００５４】
　本実施例では、トップランプ基板５に「大当たり」等の所定の遊技状態を報知する複数
のランプ６と、装飾用の複数のランプ７，７を一括して搭載したが、これらのランプ６，
７を別々の回路基板にそれぞれ搭載しても良い。
【００５５】
　本実施例では、本発明の電気部品として、トップランプ基板５を例に説明したが、その
他の電気部品について本発明を適用しても良い。例えば、その他の電気部品としては、ス
ピーカーなどの音響装置に本発明を適用しても良い。また、トップランプ基板５に搭載さ
れる光源として複数のランプ６，７を例に説明したが、かかる光源は必ずしもこれに限ら
れるものではなく、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いても良い。
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【００５６】
　複数のランプ６は「大当たり」発生時のみならず「確率変動」など特別遊技状態の際に
点灯または点滅するように構成しても良く、また、ランプ７，１２については「大当たり
」や「確率変動」など特別遊技状態の際に点灯または点滅するように構成しても良い。こ
のように各ランプ６，７，１２を構成することによって、遊技者に現在の遊技状態を報知
すると共に、特別な遊技状態を演出してゲームの興趣を高めることができるのである。更
に、これらのランプ６，７，１２は、遊技中に常時点灯し続けるように設定しても良い。
【００５７】
　なお、以下に本発明の変形例を示す。請求項１記載の遊技機において、前記電気部品か
ら導出され他の電気部品と電気的に接続される接続線と、前記前面カバー又はショート防
止部材の一方から前記電気部品へ向けて突出され前記前面カバー又はショート防止部材の
一方と前記電気部品との間に所定幅の間隙を設けるスペーサとを備え、前記間隙の幅はそ
のスペーサにより前記接続線の断面幅以上とされていることを特徴とする遊技機１。この
遊技機１によれば、前面カバー又はショート防止部材の一方と電気部品との間にはスペー
サにより所定の間隙が設けられるので、かかる間隙に電気部品から導出される接続線を通
すことができる。しかも、上記間隙の幅はスペーサにより接続線の断面幅以上とされるの
で、接続線が前面カバー又はショート防止部材と電気部品との間で圧迫されることがなく
、かかる圧迫による接続線の断線を防止することができる。
【００５８】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１において、前記ショート防止部材は透明な材料
で形成されていることを特徴とする遊技機２。よって、ショート防止部材と前面カバーと
の間に電気部品が配設された場合に、かかる電気部品をショート防止部材の配設側から透
視して視認することができる。従って、ショート防止部材を一々取り外すことなく、電気
部品の点検を行うことができるのである。
【００５９】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１或いは２において、前記補強部材は前記遊技領
域を覆う透明かつ板状の透明部材を保持可能に形成されていることを特徴とする遊技機３
。よって、補強部材は前面カバーに剛性を付与すると共に透明部材を保持することができ
るので、補強部材と別個に透明部材を保持する部材を設ける必要がない。
【００６０】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から３のいずれかにおいて、前記前面カバーに
おける前記ショート防止部材との対向面に前記電気部品を固定する固定部材を備え、前記
電気部品はその固定部材により前記前面カバーおよびショート防止部材の間に挟持されつ
つ固定されるものであることを特徴とする遊技機４。よって、電気部品を前面カバーの裏
面に固定する場合には、かかる電気部品をショート防止部材と別個に固定部材で固定する
必要がなく、遊技機の組立作業を簡素化することができる。
【００６１】
　請求項１記載の遊技機、又は、遊技機１から４のいずれかにおいて、前記電気部品は、
前記前面カバーの前面を装飾し又は所定の遊技状態を報知するために点灯される発光装置
であり、その発光装置は、電力供給を受けて発光するランプと、そのランプが搭載され前
記前面カバーの裏面に取着される回路基板と、その回路基板と他の回路基板等とを電気的
に接続する前記接続線が接続可能なコネクタとを備えていることを特徴とする遊技機５。
【００６２】
　遊技機５において、前記前面カバーは前記発光装置の配設側から反対側に貫通形成され
る２以上の開口部を備え、前記ランプはその２以上の開口部のそれぞれに対応して配設さ
れており、前記回路基板にはその２以上の開口部に配設されるランプが一括して搭載され
、前記ショート防止部材はその回路基板における前記ランプの非搭載面のほぼ全域に対向
して配設されていることを特徴とする遊技機６。この遊技機６によれば、前面カバーの２
以上の開口部に配設される各ランプは回路基板に一括して搭載されるので、かかる各ラン
プを各開口部に別々に配設する必要がなく、各ランプの配設作業を簡素化することができ
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る。しかも、ショート防止部材は回路基板におけるランプの非搭載面のほぼ全域に対向し
て配設されるので、１のショート防止部材により前面カバーの各所に配設される各ランプ
の短絡を防止することができる。
【００６３】
　遊技機６において、前記前面カバーの１の開口部には前面カバーの前面を装飾するため
に点灯される装飾ランプが配設される一方、前記前面カバーの他の開口部には前記装飾ラ
ンプとは別個に設けられ所定の遊技状態を報知するために点灯される報知ランプが配設さ
れていることを特徴とする遊技機７。即ち、回路基板は用途が異なる装飾ランプと報知ラ
ンプとを一括して搭載するので、かかる装飾ランプと報知ランプとを別々に前面カバーに
取り付ける必要がなく、これらの各ランプの配設作業を簡素化することができる。
【００６４】
【発明の効果】
　請求項１記載の遊技機によれば、前面カバーを補強する補強部材と電気部品との間には
絶縁材料で形成されたショート防止部材が介在されるので、例えば、補強部材が金属材料
で形成される場合、その補強部材と電気部品とを電気的に隔絶することができる。よって
、電気部品と補強部材との電気的な接触による短絡が防止されるので、かかる短絡に伴っ
て電気部品が破損してしまうことを防止することができるという効果がある。
【００６５】
【００６６】
【００６７】
【００６８】
【００６９】
【００７０】
【００７１】
【００７２】
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例であるパチンコ機の正面図である。
【図２】　前面枠からガラス枠を取り外した状態のパチンコ機の正面図である。
【図３】　ガラス枠の裏面図である。
【図４】　ガラス枠の裏面の分解図である。
【図５】　図１のＶ－Ｖ線における側断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　パチンコ機（遊技機）
３ａ　　　　　前面カバー（前面カバー）
３ｂ，３ｃ　　ランプ開口部（開口部）
５　　　　　　トップランプ基板（回路基板、発光手段の一部、電気部品の一部）
５ｃ　　　　　コネクタ（発光手段の一部、電気部品の一部）
６　　　　　　ランプ（ランプ、発光手段の一部、電気部品の一部）
７　　　　　　ランプ（ランプ、発光手段の一部、電気部品の一部）
１７　　　　　遊技盤
１７ａ　　　　遊技領域
２０　　　　　ガラス保持枠（補強部材）
２１　　　　　ランプ中継基板（他の回路基板）
２２　　　　　ショート防止部材
Ｋ　　　　　　接続線群（接続線）
Ｐ　　　　　　球
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